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そこで、私は本日ここで、我が国の認知症施策を加速するための新たな戦略を策定するよ
う、厚生労働大臣に指示をいたします。我が国では、２０１２年に認知症施策推進５か年計画
を策定し、医療・介護等の基盤整備を進めてきましたが、新たな戦略は、厚生労働省だけでな
く、政府一丸となって生活全体を支えるよう取り組むものとします。

～安倍総理大臣の挨拶より～

～塩崎厚生労働大臣の挨拶より～

［新たな戦略の策定に当たっての基本的な考え方］
① 早期診断・早期対応とともに、医療・介護サービスが有機的に連携し、認知症の

容態に応じて切れ目なく提供できる循環型のシステムを構築すること
② 認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて、省庁横断的な総合的な戦略と

すること
③ 認知症の方御本人やその御家族の視点に立った施策を推進すること

認知症サミット日本後継イベント〔平成26年11月6日〕

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）〔平成27年１月27日〕

我が国の認知症施策を加速するための新たな戦略の策定について



①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究
開発及びその成果の普及の推進

⑦認知症の人やその家族の視点の重視

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～の概要

・ 高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群。高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加
２０１２（平成２４）年 ４６２万人（約７人に１人） ⇒ ２０２５（平成３７）年 約７００万人（約５人に１人）

・ 認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことがで
きるような環境整備が必要。
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新オレンジプランの基本的考え方
認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮

らし続けることができる社会の実現を目指す。

・ 厚生労働省が関係府省庁（内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、文部科
学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）と共同して策定

・ 新プランの対象期間は団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平成３７）年だが、数値目標は 介護保
険に合わせて２０１７（平成２９）年度末等

・ 策定に当たり認知症の人やその家族など様々な関係者から幅広く意見を聴取

新



診断・指導

指導・助言

紹介診断・
指導

紹介

情報提供・相談

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

保健師・看護師等

連携

認知症サポート医
である専門医（嘱託）

○ 専門的な鑑別診断
○ 定期的なアセスメント
○ 行動・心理症状外来対応
○ 地域連携

●認知症初期集中支援チーム ●専門医療機関（認知症疾患医療センター等）

●認知症地域支援推進員

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

●かかりつけ医・歯科医

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

相談
情報提供

指導
助言

近隣地域

本
人

家
族

訪問
（観察・評価）

専門医
派遣

日常診療・相談

診療・相談

相談

認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

・ 容態の変化に応じて医療・介護等が有機的に連携し、適時・適切に切れ目なく提供されることで、
認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるようにする。

・ 早期診断・早期対応を軸とし、妄想・うつ・徘徊等の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が
見られても、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、最もふさわしい場所で適切
なサービスが提供される循環型の仕組みを構築する。

発症予防 発症初期 急性増悪時 中期 人生の最終段階

○ 早期段階での発見・気づき
○ 専門医療機関への受診誘導
○ 本人の診察・相談、家族の相談

●認知症サポート医

助言相談

○ かかりつけ医の相談約
○ 地域連携
○ 正しい知識の普及啓発

連携

早期診断・早期対応のための体制整備のイメージ



○認知症疾患に関する鑑別診断の実施など、地域での認知症医療提供体制の拠点としての活動を⾏う事業（H20年〜）
○実施主体：都道府県・指定都市（鑑別診断に係る検査等の総合的評価が可能な医療機関に設置）
○設置数：全国に３９９か所（平成29年６⽉現在 都道府県知事⼜は指定都市市⻑が指定）※設置数は指定予定も含む

認知症疾患医療センター運営事業

基幹型 地域型 連携型

設置医療機関 病院（総合病院） 病院（単科精神科病院等） 診療所・病院

設置数（平成29年6月現在）
※指定予定も含む 16か所 349か所 34か所

基本的活動圏域 都道府県圏域 二次医療圏域

専
門
的
医
療

機
能

鑑別診断等 認知症の鑑別診断及び専門医療相談

人員配置 ・専門医（１名以上）

・専任の臨床心理技術者（１名以
上）

・専任の精神保健福祉士又は保
健師等 （２名以上）

・専門医（１名以上）

・専任の臨床心理技術者（１名以
上）

・専任の精神保健福祉士又は保
健師等 （２名以上）

・専門医（１名以上）
・看護師、保健師、精神保健福祉士、
臨床心理技術者等 （１名以上）

検査体制
（※他の医療機関との連

携確保対応で可）

・CT
・MRI
・SPECT（※）

・CT
・MRI（※）
・SPECT（※）

・CT（※）
・MRI（※）
・SPECT（※）

BPSD・身体合併症対応 空床を確保 急性期入院治療を行える医療機関との連携体制を確保

医療相談室の設置 必須 －

地域連携機能 ・地域への認知症に関する情報発信、普及啓発、地域住民からの相談対応
・認知症サポート医、かかりつけ医や地域包括支援センター等に対する研修の実施
・地域での連携体制強化のための｢認知症疾患医療連携協議会｣の組織化 等



● 身近なかかりつけ医が認知症に対する対応力を高め、必要に応じて適切な医療機関に繋ぐことが重
要。かかりつけ医の認知症対応力を向上させるための研修や、かかりつけ医の認知症診断等に関する
相談役等の役割を担う認知症サポート医の養成を進める。さらに、関係学会における認知症に関する
専門医、認定医等について、数値目標を定めて具体的に養成を拡充するよう、関係各学会等と協力し
て取り組む。【厚生労働省】

【事業名】 かかりつけ医等の対応力向上研修、認知症サポート医の養成研修事業
【実績と目標値】

かかりつけ医：２０１６（平成２８）年度末予定 ５５，３９９人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ６０，０００人

認知症サポート医：２０１６（平成２８）年度末予定 ６，０８２人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ５，０００人

・早期段階での発見・気づき
・専門医療機関への受診誘導

・一般患者として日常的な身体疾患対
応

・家族の介護負担、不安への理解

かかりつけ医

・かかりつけ医研修の企画立案・講師

・かかりつけ医の認知症診断等に関す
る相談役・アドバイザー

・地域医師会や地域包括支援センター
との連携づくりへの協力

・認知症医療に係る正しい知識の普及
を推進

認知症サポート医
相談

助言

早期診断・早期対応のための体制整備＜かかりつけ医・認知症サポート医等＞

認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供



認知症初期集中⽀援チーム

●配置場所 地域包括⽀援センター等
診療所、病院、認知症疾患医療センター
市町村の本庁

【対象者】
40歳以上で、在宅で⽣活しており、かつ
認知症が疑われる⼈⼜は認知症の⼈で
以下のいずれかの基準に該当する⼈

◆ 医療･介護サービスを受けていない⼈、
または中断している⼈で以下のいずれかに
該当する⼈

（ア）認知症疾患の臨床診断を受けていない⼈
（イ）継続的な医療サービスを受けていない⼈
（ウ）適切な介護保険サービスに結び付いていない⼈
（エ）診断されたが介護サービスが中断している⼈

◆ 医療･介護サービスを受けているが
認知症の⾏動・⼼理症状が顕著なため、
対応に苦慮している

医療と介護の専⾨職
（保健師、看護師、作業療法⼠、
精神保健福祉⼠、社会福祉⼠、
介護福祉⼠等）

認知症サポート医
である医師（嘱託）

●認知症初期集中⽀援チームのメンバー

複数の専⾨職が家族の訴え等により
認知症が疑われる⼈や認知症の⼈及び
その家族を訪問し、アセスメント、家族
⽀援等の初期の⽀援を包括的･集中的
（おおむね６ヶ⽉）に⾏い、⾃⽴⽣活の
サポートを⾏うチーム



平成2８年度⽼⼈保健事業推進費等補助⾦（⽼⼈保健健康増進等事業分）
認知症初期集中⽀援チームの効果的な活⽤に向けた調査研究事業 チーム活動実績

平成2８年度当初の実施予定と回答した753市町村に平成28年4⽉〜平成29年1⽉末までの活動実績について提供依頼。410チームの活動事例を回収。（事例数1495）

⽀援開始時の医療の受診状況
N=1483（事例1495から⽋損値12を除く）

⽀援開始時の介護サービスの利⽤状況

○ チームの⽀援により、⽀援開始時に認知症による受診をしていなかった者のうち、約67％は認知症の診断⼜は通院につながっ
ている。

○ チームの⽀援により、⽀援開始時に介護サービスを利⽤していなかった者のうち、約67％は介護保険サービス等の利⽤につな
がっている。

終了時の医療の導⼊の有無

⽀援開始時 「利⽤なし」、「かつて利⽤」の内訳
N=1062（1198事例から⽋損値136を除く）

終了時の介護サービスの導⼊の有無
⽀援開始時 「認知症以外通院あり」、「以前は通院」、
「通院なし」の内訳 N=942（1130事例から⽋損値188を除く）

N=1392（事例1495から⽋損値103を除く）

認知症以外の通院

あり47.3%
以前は通院

していた11.9%
通院なし17% 通院あり（認知症）

23.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知症の通院50.2% 認知症の診断のみ
16.4%

通院継続及び受診に

いたっていない33.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用なし83.3%

かつて利用
2.8%

サービス利用
13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護保険サービス

利用 57.8%

その他のサービス

利用7%

併用2.2%

利用にいたっていな

い33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



○ ⽀援後は、認知症の⾏動障害尺度であるDBD13と介護負担尺度であるZarit８に改善傾向がみられる。
○ ⽀援後は、約79％在宅⽣活を継続できている。

DBD13

平均
17.5

平均
15.6

介⼊時・終了時の実施事例数 N=468 Zarit8

平均
14.4

平均
10.4

終了時の状況

N=1381
（事例1495から⽋損値114を除く）

※ DBD13：認知症⾏動障害尺度。点数が⾼いほど⾏動症状がある。 ※ Zarit８：介護負担尺度。点数が⾼いほど介護負担が⼤きい。

平成2８年度⽼⼈保健事業推進費等補助⾦（⽼⼈保健健康増進等事業分）
認知症初期集中⽀援チームの効果的な活⽤に向けた調査研究事業 チーム活動実績

介⼊時・終了時の実施事例数 N=314

22.4%

29.9%

43.6%

44.0%

26.5%

21.4%

7.5%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介⼊時

終了時

〜10点 11〜20点 21〜30点 31点〜

38.2%

54.8%

35.0%

28.0%

26.8%

17.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介⼊時

終了時

〜10点 11〜20点 21点〜

在宅継続
1,094 
79.2%

⼊院
132

9.6%

⼊所・⼊居
127

9.2%

その他
17

1.2%

死亡
11

0.8%



DASC-21の状況

平均
45.6

平均
43.7

困難事例の有無

○ 認知症のアセスメントのツールであるDASCを活⽤している564事例のうち、⽀援開始時のDASCスコアが51点以上の者
が約27％いる等、重度認知症の可能性のある⼈も⽀援の対象となっている。

○ ⽀援開始時の対象者の45％は困難事例に該当する判断されている。

N=1404
（事例1495から⽋損値91を除く）

※ DASC-21：認知機能障害と⽣活機能障害に関連する⾏動の変化を評価する尺度。
31点以上の場合は認知症の可能性があると判定する。

平成2８年度⽼⼈保健事業推進費等補助⾦（⽼⼈保健健康増進等事業分）
認知症初期集中⽀援チームの効果的な活⽤に向けた調査研究事業 チーム活動実績

介⼊時・終了時の実施事例数 N=564

0.4%

0.0%

15.4%

15.6%

27.0%

24.8%

29.8%

25.2%

27.4%

34.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介⼊時

終了時

〜20点 21〜30点 31〜40点 41〜50点 51点〜

困難事例に
該当する
632
45.0%

困難事例に
該当しない

772
55.0%



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

２ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供

（４）行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への適切な対応＜ＢＰＳＤへの対応＞

● 認知症の人に行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも、医療機関・介護施設等で
適切な治療やリハビリテーションが実施されるとともに、当該医療機関・介護施設等での対応を固定化されな
いように、退院・退所後もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の
仕組みを構築。その際、認知症の専門医療の機能分化を図りながら、医療・介護の役割分担と連携を進め
る。【厚生労働省】

【事業名】 一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修事業
【実績と目標値】

２０１６（平成２８）年度末予定 ８９，９３７人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ８７，０００人

①行動・心理症状（ＢＰＳＤ）
○ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）は身体的要因や環境要因が関与することもある。

○ 早期診断とその後の本人主体の医療・介護等を通じて行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を予
防。行動・心理症状（ＢＰＳＤ）が見られた場合も的確なアセスメントを行った上で非薬
物的介入を対応の第一選択とするのが原則。

○専門的医療サービスを必要に応じて集中的に提供する場と長期的・継続的な生活支
援サービスを提供する場の適切な役割分担が望まれる。

○ 入院が必要な状態を一律に明確化することは困難であるが、①妄想（被害妄想な
ど）や幻覚（幻視、幻聴など）が目立つ、②些細なことで怒りだし、暴力などの興奮行
動に繋がる、③落ち込みや不安・苛立ちが目立つこと等により、本人等の生活が阻害
され、専門医による医療が必要とされる場合が考えられる。

○ 「かかりつけ医のためのＢＰＳＤに
対応する向精神薬使用ガイドライン」
等の普及

○ 地域における退院支援・地域連携
クリティカルパスの作成を進め、精神
科病院等からの円滑な退院や在宅
復帰を支援

②身体合併症
○ 認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等では、認知症の人の個別

性に合わせたゆとりある対応が後回しにされ、身体合併症への対応は行われても、認
知症の症状が急速に悪化してしまうような事例も見られる。

○ 入院、外来、訪問等を通じて認知症の人と関わる看護職員は、医療における認知症
への対応力を高める鍵。

○ 一般病院勤務の医療従事者に対す
る認知症対応力向上研修を推進

○ 介護老人保健施設等の先進的な
取組を収集し、全国に紹介すること
で、認知症リハビリテーションを推進

【目標】（新設）

（２７年度）
看護職員の認知症対応力向上を図るた

めの研修の在り方について検討

（２８年度以降）
関係団体の協力を得て研修実施



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

２ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供

● 本人主体の介護を行うことで、できる限り認知症の進行を緩徐化させ、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を予防できるよ
うな、良質な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保していく。【厚生労働省】

【事業名】 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修
【実績と目標値】 指導者養成研修：２０１６（平成２８）年度末予定 ２，２２９人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ２，２００人

実践リーダー研修：２０１６（平成２８）年度末予定 ３．９万人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ４万人
実践者研修：２０１６（平成２８）年度末予定 ２４．７万人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ２４万人

（５）認知症の人の生活を支える介護の提供＜良質な介護を担う人材の確保＞

【目標】（新設）

（２７年度） モデル事業

（２８年度以降）研修 実施

新任の介護職員等が認知
症介護に最低限必要な知
識・技能をｅラーニングの活
用により修得できる研修とし
て、新たに認知症介護基礎
研修を導入



【事業名】認知症地域支援・ケア向上事業 （地域支援事業）
【実績と目標値】２０１６（平成２８）年度見込み１１５８市町村 ⇒ ２０１８（平成３０）年度～すべての市町村で実施

認知症
地域支援推進員

【配置先】
○地域包括支援センター
○市町村本庁
○認知症疾患医療センター

など

※関係機関等と連携し以下の事業の企画・調整を行う
●認知症疾患医療センターの専門医等による、病院・施設等における処遇困難

事例の検討及び個別支援
●介護保険施設等の相談員による、在宅で生活する認知症の人や家族に対する

効果的な介護方法などの専門的な相談支援
●「認知症カフェ」等の開設
●認知症ライフサポート研修など認知症多職種協働研修の実施 等

認知症対応力向上のための支援

●認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受け
られるよう関係機関との連携体制の構築

●市町村等との協力による、認知症ケアパス（状態に応じた適切な医療や
介護サービス等の提供の流れ）の作成・普及 等

医療・介護等の支援ネットワーク構築

●認知症の人や家族等への相談支援

●「認知症初期集中支援チーム」との連携等による、必要なサービスが認知症
の人や家族に提供されるための調整

相談支援・支援体制構築

市町村

協働

認知症地域支援推進員

【推進員の要件】
①認知症の医療や介護の専門的知識及び

経験を有する医師、保健師、看護師、作業
療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士

②①以外で認知症の医療や介護の専門的
知識及び経験を有すると市町村が認めた者



認知症カフェ実施状況

○ 認知症カフェ
⇒ 認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場

【認知症カフェ等の設置】
２０１３（平成２５）年度 国の財政支援を開始
⇒ ２０１８（平成３０）年度～ すべての市町村に配置される認知症地域支援推進員等の企画により地域の実情に応じ実施

○ 27年度実績調査
・47都道府県722市町村にて、2253カフェが運営されている。
・設置主体としては、介護サービス施設・事業所、地域包括支援センターが多く見られた。

～認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）抜粋～

～都道府県別実施状況（実施市町村数）～

※ 都道府県管内において認知症カフェの開設を把握している市町村数。

～設置主体～

※ n＝2253 （複数回答あり）

～都道府県別実施状況（設置カフェ数）～

都道府県
実施

市町村
数

都道府県
実施

市町村
数

都道府県
実施

市町村
数

北海道 32 石川県 14 岡山県 14

青森県 8 福井県 13 広島県 13

岩手県 13 山梨県 6 山口県 8

宮城県 20 長野県 23 徳島県 12

秋田県 10 岐阜県 28 香川県 6

山形県 19 静岡県 12 愛媛県 10

福島県 15 愛知県 39 高知県 10

茨城県 9 三重県 13 福岡県 26

栃木県 7 滋賀県 13 佐賀県 3

群馬県 7 京都府 21 長崎県 8

埼玉県 37 大阪府 23 熊本県 19

千葉県 27 兵庫県 36 大分県 13

東京都 40 奈良県 10 宮崎県 7

神奈川県 11 和歌山県 7 鹿児島県 14

新潟県 16 鳥取県 5 沖縄県 6

富山県 12 島根県 7 計 722

都道府県 カフェ数 都道府県 カフェ数 都道府県 カフェ数

北海道 81 石川県 33 岡山県 44

青森県 20 福井県 25 広島県 52

岩手県 17 山梨県 12 山口県 17

宮城県 69 長野県 45 徳島県 25

秋田県 14 岐阜県 45 香川県 14

山形県 42 静岡県 30 愛媛県 20

福島県 36 愛知県 161 高知県 22

茨城県 10 三重県 39 福岡県 73

栃木県 12 滋賀県 38 佐賀県 3

群馬県 9 京都府 97 長崎県 12

埼玉県 143 大阪府 106 熊本県 55

千葉県 67 兵庫県 206 大分県 38

東京都 226 奈良県 20 宮崎県 16

神奈川県 61 和歌山県 8 鹿児島県 33

新潟県 76 鳥取県 20 沖縄県 21

富山県 29 島根県 11 計 2253

11%

21%

1%

27%

9%

6%

25%

市町村
地域包括支援センター
認知症疾患医療センター
介護サービス施設・事業者
社会福祉法人
NPO法人
その他



認知症ケアに係る研修一覧

○ 認知症高齢者に対するより適切なケア・サービス提供のために、介護従事者を対象とする８研修、医療従事者を対象とす
る４研修、認知症総合支援事業に携わる者を対象とする２研修の計１５研修を実施。

○ このうち、１２研修は地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）、３研修は都道府県等の一般財源にて対応。

＜介護従事者を対象とする研修＞

○ 認知症対応型サービス事業
管理者研修

○ 認知症対応型サービス事業
開設者研修

○ 小規模多機能型居宅介護
サービス等計画作成担当者研修

○ 認知症介護指導者フォローアップ
研修

○ 認知症介護基礎研修

＜医療従事者を対象とする研修＞

○ 認知症サポート医養成研修

○ 認知症サポート医フォローアップ
研修

○ かかりつけ医認知症対応力向上
研修

○ 病院勤務の医療従事者向け
認知症対応力向上研修

○ 歯科医師、薬剤師、看護職員の
認知症対応力向上研修

＜認知症総合支援事業関係研修＞

○ 認知症初期集中支援チーム員 研修

○ 認知症地域支援推進員研修

＜介護従事者を対象とする研修＞

○ 認知症介護実践者研修 ○ 認知症介護実践リーダー研修 ○ 認知症介護指導者養成研修

地域医療介護総合確保基金

一般財源

内の研修は、新オレンジプランに基づき平成28年度から実施



若年性認知症実態調査およびご本人・ご家族から
のヒアリング等 ⇒ 課題・ニーズの把握

①悩みの共有①悩みの共有

②受診勧奨②受診勧奨

③利用できる制度・サービスの紹介③利用できる制度・サービスの紹介

④本人・家族が交流できる居場所づくり④本人・家族が交流できる居場所づくり

若年性認知症支援コーディネーターの設置

個別相談

ネットワークの構築

・ネットワーク会議の開催、普及啓発

・支援者への研修会の開催 等

ハローワークなど
行政機関

ハローワークなど
行政機関

地域障害者職業
センター

地域障害者職業
センター

企業企業

障害者職業・
生活支援センター

障害者職業・
生活支援センター

障害福祉サービス
介護サービス

障害福祉サービス
介護サービス

地域包括支援
センター

地域包括支援
センター

医療機関医療機関

法テラス法テラス

フィードバック

若年性認知症は、いわゆる現役世代が発症するが、若年性認知症に対する理解が不足し、診断される前に症状が進行し社会生活が事実上困難とな
ることなどが指摘されている。このため、若年性認知症に関する相談から医療・福祉・就労の総合的な支援を実施することにより、現役世代である若年
性認知症の方への支援に当たり、一人ひとりの状態やその変化に応じた適切な支援方策の構築を図る。

全国１カ所・・・ （１）若年性認知症コールセンター運営事業
都道府県・・・・ （２）若年性認知症実態調査およびご本人・ご家族からのヒアリング等によるニーズ把握

（３）若年性認知症支援コーディネーターの設置に伴う個別相談
（４）若年性認知症自立支援ネットワークの構築

若年性認知症支援コーディネーターによる関係機関との連携を通じた支援等について

概 要

支援内容

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

実施

都
道
府
県

若年性認知症支援

コーディネーター

若年性認知症自立
支援ネットワーク

実施
（事業内容に
よって一部運

営委託）



○ これまでの認知症施策は、ともすれば認知症の人を支える側の視点に偏りがちであったとの観点から、認知症の人に
とって真に有効かつ効果的な施策を展開していくには、認知症の人の視点を重視することが不可欠である。

○ その一方、認知症とともに生きている本人のニーズを正確に把握するための方法論や、その結果を施策に反映する
ための方法論についてはまだ確立されておらず、その方法論を明らかにすることが求められている。

「認知症の人の視点を重視した実態調査及び認知症施策の企画・立案や評価に反映させるための方法論等に関する
調査研究事業 （平成27年度老人保健事業推進費等補助金：老人保健健康増進等事業）」において、本人調査等に関す
る方法論の検討・調査を行った。

＜実施内容＞
（１）【検討委員会】 ＞本人調査や施策反映の「あり方・方法論」について議論。
（２）【作業部会・ワークショップ】 ＞本人調査の「あり方・方法論」について検討・議論、調査の計画・立案準備。
（３）【パイロット調査】 ＞６地域（仙台、国立、町田、富士宮、大阪、大牟田）で「本人ミーティング」を実施。

○ 認知症の人が感じている「生きづらさ」や「必要なこと」などを明らかにするための調査手法として、「フォーカス・グ
ループ・ディスカッション法」等による本人調査（以下、「本人ミーティング」）が有効な手法であることが示された。

○ 「本人ミーティング」に際しては、以下に留意することが重要であると指摘されている。

・ 企画や計画等、準備段階から認知症の人が参画すること。

・ 認知症の人が、普段から本音を出すことができる関係を構築すること。

・ 認知症の人同士が繋がり、継続的に集まることができる場づくりをすること。

・ 行政・当事者・地域の関係者が、認知症の人が語る「声」を丁寧に聴くこと。

認知症の人の視点を重視した実態調査のための方法論の検討について

背景・経緯

研究事業



認知症の本人が集い、本人同士が主になって、自らの体験や希望、必要としていること

を語り合い、自分たちのこれからのよりよい暮らし、暮らしやすい地域のあり方を一緒に

話し合う場です。

『集って楽しい！』に加えて、本人だからこその気づきや意見を本人同士で語り合い、そ

れらを本人同士、そして地域に伝えていくための集まりです。

★本人ミーティングとは

今、地域で

起きている

こと

(課題）

声をよく聴いてもらえない

わかってくれる人、仲間に出会えない

世話になる一方はつらい、役立ちたい

自分の暮らしに役立つ支えがない

生きていく張り合いがない

とじこもる、元気がなくなる

本 人

本人の声をよく聴いたことがない

本人のことが、よくわからない

つきあい方、支え方がよくわからない

本人が地域の中で元気で生きがいを

もって暮らし続けるために、どんな

(新しい）サービスが必要かわからない

地域の人、支援関係者、行政

○本人が仲間と出会い、思いを率直に語れる場/聴く場が、地域にあったら、

お互いに、楽に、元気になれる。

○本人が、声をもとに本人と地域の様々な人が一緒に考え活かしていくことで

やさしいまちをスムーズにつくれる。

地域の現状を、みんなで一緒に、よりよく変えていこうとして
始まったのが、本人ミーティングです。

★なぜ、本人ミーティングが必要？

本人ミーティングを

知る

⑤行政や関係者が本人の声を聴く

⑥本人の体験や思いの理解を深める

③一人ひとりが
生きがいをもって

よりよく暮らしていく
きっかけにする

①本人同士が出会い、つながる

②自らの体験・希望、必要としている
ことを率直に表す

本人が自ら参加

本人ミーティング

⑦ 自分らしく暮らし続けるために本人が必要としていることを把握し、発信・共有

⑧ 本人視点に立ってよりよい施策や支援 をいっしょに進める

（企画・立案、実施、評価、改善の一連のプロセスを本人と一緒に）

○本人ミーティングは、認知症の人の視点を重視したやさしい地域づくりを
具体的に進めていくための方法です。

④本人が
地域づくりに参画する

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【抜粋】

 認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるために必要と感じていることについ
て実態調査を行う。

 認知症の人同士の繋がりを築いて、カフェを超えた地域の中での更なる活動へと繋げていけるような認
知症の人の生きがいづくりを支援する取組を推進する。

 認知症の人やその家族の視点は、本戦略だけでなく、地方自治体レベルで認知症施策を企画・立案し、
また、これを評価するに当たっても尊重されることが望ましい。認知症の人やその家族の視点を認知症
施策の企画・立案や評価に反映させるための好事例の収集や方法論の研究を進め、これを発信すること
で全国的な取組を推進していく。

ニッポン一億総活躍プラン【抜粋】

 認知症の人が集まる場や認知症カフェなど、認知症の人やその家族が集う取組みを2020年度までに 全
市町村に普及させ、こうした活動の情報を市町村や地域包括支援センターから住民に発信する。

参考

本人ミーティングとは何か、何が
大切かを伝えている本人

★本人ミーティングのねらい

※ 平成２８年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）「認知症の視点を重視した生活実態調査及び認知症施策の企画立案や評価に反映させるための方法論
等に関する調査研究事業」 本人ミーティング開催ガイドブック https ://www. i l c j apan .o rg/study/ 抜粋 （一般財団法人 長寿社会開発センターのホームページに掲載）



本人ミーティングの様々な取組例
多様な場を活かして、多様な人たちが開催しています。

地域食堂で(北見市）
主催：介護・医療の地域

ネットワーク

駅近の交流スペースで(仙台市）
主催：本人、家族、医師、

ケア関係者 等、地域の
多職種の自主組織

認知症カフェで(国立市）
主催：地域の医療機関/

在宅療養相談室

町役場の多目的室で(綾川町）
主催：地域包括支援センター

介護施設の交流スペースで
(大牟田市）
主催：ケア関係者の研究会

本 人 ミ ー テ ィ ン グ で の 本 人 の 声

○同じような体験をしている人と話せてうれしかった。自分もいろいろ言えて、元気が出た。

○自分たちが言わないと、わかってもらえない。自分たちが話すことが、まちをよくすることに役立つんだと聞
いて、胸がすく思いがした。

○仲間が欲しい。認知症の人同士で話し合える場所がもっと近くにほしい。

○診断後すぐ、先生(医師）がこういう場につないでほしい。

○家族がいろいろいってくれるのはありがたいが、心配しすぎ。

○できることを奪わないでほしい。失敗しても怒らないで。

○（医療や介護の人は）家族と話している。自分に話してほしい。

○家族に頼らないで誰かがいてくれて、出かけられるように。

○自分が自分でいられる場がほしい。

○自分のやりたいことがいろいろある。今のデイサービスでなく、もっと自由な場があるといい。

○自宅で暮らせなくなった時）家のように自由に暮らせて、やさしく助けてくれる人いる場所がありがたい。

○認知症施策を作る時に、自分たちをいれたら変わるのではないか。本人の声を行政に届ける仕組みがほ
しい。

○「私、認知症です」と言える社会に。

同 席 ・ 同 行 し た 人 の 声

○話せるか心配だったが、自分から話していた。驚いた。(家族）

○帰り道の（本人の)足取りが軽く、とても嬉しそうで私も嬉しくなった。(家族）

○知らないことを楽しそうに話しておられた。もっと新鮮にきかなければ。(介護職）

○ふだんと活き活き差が全然違った。他の職員にも参加してもらい、一緒に変えていきたい(病棟看護
師）。

○こうした場があれば、大事なこと、やるべきことが具体的にわかる！（地域包括支援センター）

○やってみたらうちの地域でもできた。自分の方が元気と勇気をもらった。続けていきたい。(行政事務
職）

小規模多機能事業所で
（上田市）

主催：社会福祉総合施設

※ 平成２８年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）「認知症の視点を重視した生活実態調査及び認知症施策の企画立案や評価に反映させるための方法論
等に関する調査研究事業」 本人ミーティング開催ガイドブック https ://www. i l c j apan .o rg/study/ をもとに作成



⾏⽅不明・⾝元不明認知症⾼齢者等に関する実態及び取組について

○警察庁の統計データ（H28年中）
（１） ⾏⽅不明者数（認知症やその疑いのある⾏⽅不明者として届けられた⼈数）：15,432⼈(対前年 26.4％増)

※⾏⽅不明者の約98.8％については、１週間以内に所在が確認されている。
（参考）・H27年中：12,208⼈（対前年13.2％増）・H26年中：10,783⼈（対前年 4.5％増）

・H25年中：10,322⼈（対前年 7.4％増）
（２） 所在確認状況 ：15,314⼈(うち、死亡確認 471⼈)

（参考）・H27年中： 12,121⼈（うち、死亡確認 479⼈） ・H26年中 ：10,848⼈ (うち、死亡確認429⼈）
・H25年中： 10,180⼈ (うち、死亡確認 388⼈）

（３） H28年中受理した者で未解決のものの数 ：191⼈
（参考）H27年中：150⼈ ・H26年中：168⼈ ・H25年中 ：234⼈

○⾏⽅不明・⾝元不明認知症⾼齢者等に関する主な取組
・認知症サポーターの養成
平成29年3⽉末現在で約880万⼈を養成。

・市町村における⾏⽅不明に関する取組事例の普及・推進
全国介護保険・⾼齢者保健福祉担当課⻑会議（H29.3.10開催）において、「⾏⽅不明を防ぐ・⾒つける市区町村・地域による
取組事例」を配布
・⾝元不明の認知症⾼齢者等に関する特設サイトの設置
厚⽣労働省ホームページに、⾃治体で公開されている情報を⼀覧にして確認できる特設サイトを設け、⾝元不明の認知症⾼齢者等に関する
情報公開や本特設サイトの積極的な活⽤の検討を各⾃治体に促す（H26.9） ※H27.3に47都道府県全てにリンク

○地⽅⾃治体による認知症⾼齢者の⾒守りに関する事業の実施状況（H28年）
※（）内は全国1,741市町村に対する割合

・ 認知症⾼齢者の⾒守りに関する事業を実施している市町村数：1,355ヶ所（77.8％）
（主な事業内容）
認知症⾼齢者の捜索・発⾒・通報・保護・⾒守りに関するネットワークの構築：1,059ヶ所（60.8％）
GPS等の探知システムの活⽤：531ヶ所（30.5％）



認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）【抜粋】
・ 認知症の人やその家族が安心して暮らすためには、地域によるさりげない見守り体制づくりが重要であることから、独居高齢者の安全確認や行方不明者の早期発見・保護を含
め、地域での見守り体制を整備する。

ニッポン一億総活躍プラン【抜粋】
• 認知症の人の見守り模擬訓練など、認知症高齢者等による事故等を未然に防ぐ取組みを進めるとともに、民間保険等の活用を含め、事故等が起こった場合の備えについて検
討する。

○

・ 等

○ 認知症高齢者の見守り事
業を先行的に実施

・ 見守り模擬訓練
・ ボランティアによる訪問 等

見守り事業未実施

認知症高齢者等の見守りの推進について（平成２９年度～）

認知症の人やその家族が安心して暮らすためには、地域による見守り体制の構築が重要であり、先般の認知症高齢者列
車事故最高裁判決も踏まえ、各市町村において、認知症の人の捜索活動を行う模擬訓練など、認知症高齢者等による事
故等を未然に防ぐ取組を推進する必要がある。

しかしながら、現時点においてこれらの事業の取組状況には市町村ごとに隔たりがあるため、都道府県において未実施市
町村に対する支援や、市町村を超えた広域のネットワークを構築する取組等に対し財政支援を行う。

・ 各都道府県において、事業実施市町村と未実施市町村との課題等の共有のための会議
・ 市町村を超えた広域での認知症の人の見守り模擬訓練等の企画及び実施 等

概 要

事業内容

Ａ市（先進地域）
Ｃ町

見守り事業未実施

Ｂ市

都 道 府 県

広域自治体間の会議開催

広域避難訓練の実施

好事例・手法の助言





認知症サポーターの活動状況について
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出展：平成２７年度 老人保健健康増進等事業「認知症サポーター等の資質向上に関する調査研究事業」

○ 認知症サポーターの活動状況については、｢見守り｣が121自治体で最も多く、次いで｢オレンジカ
フェの開催または参加｣81自治体、｢認知症サポーター養成講座の開催協力｣80自治体、｢傾聴｣73自治
体と続いている。

○ ｢その他｣については、｢捜索模擬訓練の開催や参加・協力｣や、イベント等への参加も含めた｢啓
発・広報活動｣といったものがみられた。

※ Ｎ＝214（認知症サボーターの活動を把握している自治体）



衆議院法制局ＨＰより引用
成立：平成28年４月８日 施行：平成28年５月13日成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図

基本理念

成年後見制度の理念の尊重
①ノーマライゼーション
②自己決定権の尊重
③身上の保護の重視

この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

地域の需要に対応した成年後見制
度の利用の促進

成年後見制度の利用に関する体制
の整備

その他

基本方針

１ 保佐及び補助の制度の利用を促進する
方策の検討

２ 成年被後見人等の権利制限に係る制度
の見直し

３ 成年被後見人等の医療等に係る意思決
定が困難な者への支援等の検討

４ 成年被後見人等の死亡後における成年
後見人等の事務の範囲の見直し

５ 任意後見制度の積極的な活用
６ 国民に対する周知等

１ 地域住民の需要に応じた利用の
促進

２ 地域において成年後見人等とな
る人材の確保

３ 成年後見等実施機関の活動に対
する支援

１ 関係機関等における体制の充実
強化

２ 関係機関等の相互の緊密な連携
の確保

成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「成年後見制度利用促進基本計画」を策定

基本計画

体 制

１ 組織
会長：内閣総理大臣
委員：内閣官房長官、特命担当大臣、法務大臣、厚生

労働大臣、総務大臣等

２ 所掌事務
① 基本計画案の作成
② 関係行政機関の調整
③ 施策の推進、実施状況の検証・評価等

この法律の施行後２年以内の政令で定める日に、これらの組織を廃止するとともに、新たに関係行政機関で組織する成年後見
制度利用促進会議及び有識者で組織する成年後見制度利用促進専門家会議を設ける。

・ 有識者で組織する。
・ 基本計画案の調査審議、施策に関する重要事項

の調査審議、内閣総理大臣等への建議等を行う。

成年後見制度利用促進会議

意見

１ 国の責務
２ 地方公共団体の責務
３ 関係者の努力
４ 国民の努力
５ 関係機関等の相互の連携

国等の責務

基本方針に基づく施策を実施するため必要な
法制上・財政上の措置

成年被後見人等の権利制限に係る関係法律の
改正その他の基本方針に基づく施策を実施す
るために必要な法制上の措置については、こ
の法律の施行後三年以内を目途として講ずる

法制上の措置等

施策の実施状況の公表（毎年）

地方公共団体の措置

市町村の措置
国の基本計画を踏まえた計画の策定等

合議制の機関の設置

都道府県の措置
人材の育成
必要な助言

援助

成年後見制度利用促進委員会



成年後見制度利用促進基本計画について

＜経緯＞

○H28．5 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行

○H28．9 「成年後見制度利用促進会議」（会長：総理）より「成年後見制度利用促進委員

会」に意見を求める（基本計画の案に盛り込むべき事項について）

○H29．1 「委員会」意見取りまとめ

○H29．1～2 パブリックコメントの実施

○H29．3 「促進会議」にて「基本計画の案」を作成の上、閣議決定

＜計画のポイント＞ ※計画対象期間：概ね５年間を念頭。市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定。

（１）利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善
⇒財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代
⇒本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
⇒①制度の広報②制度利用の相談③制度利用促進（マッチング）④後見人支援等の機能を整備
⇒本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、コーディネートを行う

「中核機関（センター）」の整備

（３）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和
⇒後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討 ※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与



直営又は委託

地域連携ネットワークのイメージ

家庭裁判所

協議会

中核機関

医療・福祉関係団体

市町村

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

地域包括支援セ
ンター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融機関

≪地域連携ネットワークの役割≫
 権利擁護支援の必要な人の発見・支援
 早期の段階からの相談・対応体制の整備

 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体
制の構築

≪地域連携ネットワークの機能≫
・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果

後見人等本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー 相談支援専門員

障害福祉
サービス事

業者

医療機関

チーム

介護

サービス事
業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

・相談対応
・チームの支援
・協議会の開催
・家裁との連携
・後見人受任者調整等の支援 等

連携・支援



成年後見制度利用促進基本計画の工程表

29年度 30年度 31年度※ 32年度 33年度

Ⅰ 制度の周知

Ⅱ 市町村計画の策定

Ⅲ

利用者がメリットを実感できる制度の運用
・適切な後見人等の選任のための検討の促進
・診断書の在り方等の検討

・高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援
の在り方についての指針の策定等の検討、成果
の共有等

Ⅳ

地域連携ネットワークづくり
・市町村による中核機関の設置

・地域連携ネットワークの整備に向けた取組の推
進

Ⅴ

不正防止の徹底と利用しやすさの調和

・金融機関における預貯金等管理に係る自主的
な取組のための検討の促進等

・取組の検討状況等を踏まえたより効率的な不正
防止の在り方の検討

Ⅵ 成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定
が困難な人への支援等の検討

Ⅶ 成年被後見人等の権利制限の措置の見直し

パンフレット、ポスターなどによる制度周知

国の計画の周知、市町村計画の策定働きかけ、策定状況のフォローアップ

中核機関の設置・運営、地域連携ネットワークの整備

相談体制・地域連携ネットワーク構築支援

（各地域の取組例の収集・紹介、試行的な取組への
支援等）

相談体制の強化、地域連携ネットワークの更なる構築

適切な後見人等の選任のための検討の促進

診断書の在り方等の検討

意思決定支援の在り方についての指針の策定等の検討、成果の共有等

新たな運用等の開始、運用状況のフォローアップ

金融機関における自主的取組のための検討の促進
取組の検討状況・地域連携ネットワークにおける不正防止

効果を踏まえたより効率的な不正防止の在り方の検討

医療・介護等の現場において関係者が対応を
行う際に参考となる考え方の整理

成年被後見人等の権利制限の措置について法制上の措置等
目途：平成３１年５月まで

施策の進捗状況については、随時、国において把握・評価し、必要な対応を検討する。
※基本計画の中間年度である平成３１年度においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。

専門職団体等による自主的な取組の促進

参考となる考え方の周知、活用状況を踏まえた改善



今後、高齢化に伴い認知症高齢者等の増加が見込まれる中、認知症高齢者等がその判断能力に応じて必要な介護や生活支援サービスを受けな
がら日常生活を過ごすことができるよう、認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理等
の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、認知症高齢者等の権利擁護に関する取組を推進。

① 成年後見制度利用促進のための相談機関やネットワークの構築などの体制整備【新規】 認知症総合戦略推進事業（2.5億円）の内数
成年後見制度利用促進のため、社会福祉協議会や地域包括支援センター等の相談機関やネットワークの構築などの体制整備を実施。

② 権利擁護人材育成事業 地域医療介護総合確保基金（介護分）（483億円）の内数
成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、権利擁護人材の育成

を総合的に推進する。

③ 成年後見制度利用支援事業 地域支援事業（1,569億円）の内数
低所得の高齢者に対する成年後見制度の市町村申立てに要する経費や成年後見人等に対する報酬の助成等を行う。

概 要

事業内容

認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進【一部新規】

②権利擁護人材育成事業

認知症
高齢者等

相談

研修修了者

・社会福祉協議会
・地域包括支援センター 等

①成年後見制度利用促進のため
の相談機関やネットワークの
構築などの体制整備

③成年後見制度
利用支援事業

認知症
高齢者等

制度
利用

制度
利用

・申立て費用
・報酬

財政支援

・弁護士会
・司法書士会
・家庭裁判所
等

連携

新

養成

相談機能
強化



認知症高齢者等にやさしい地域づくりのための施策の推進

平成２８年度予算額 約８１億円

○ 現在、６５歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人又は予備群と言われ、更に増加することが見込まれる中で、認知症の
人が認知症とともによりよく生きていくことができるよう環境整備を行っていくことが必要。

○ 「認知症施策推進総合戦略」（新オレンジプラン）に基づき、早期診断・早期対応を軸とした、認知症の容態に応じた切れ目の
ない適時・適切な医療・介護等の提供が図られる仕組みを構築するなど、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進する。

※ 厚生労働省では、上記の医療・介護分野以外でも、介護者の仕事と介護の両立支援、ハローワークによる就労参加支援などにより、認知症の人を含む高齢
者にやさしい地域づくりを推進。

※ さらに、関係省庁においても、生活の支援（ソフト面）、生活しやすい環境（ハード面）の整備、就労・社会参加支援、安全確保等の観点から、認知症の人を含
む高齢者にやさしい地域づくりのための施策が行われている。

平成２９年度予算案 約８８億円
[①②③の合計額]

①認知症に係る地域支援事業

・認知症初期集中支援チームの設置
・認知症地域支援推進員の設置等

②認知症施策等総合支援事業等

・認知症高齢者見守りの推進（新規）
・成年後見制度利用促進に関する枠組み構築（新規）
・認知症の人本人の地域活動等の推進を支援（新規）
・認知症疾患医療センターの整備 等

④地域医療介護総合確保基金事業
（介護分）

・介護サービス基盤の整備
・介護、権利擁護等に関する人材の確保

⑤医療・介護保険制度等

・医療・介護保険制度による医療・介護給付費等
③認知症関係研究費

・コホート研究の全国展開と疾患登録に基づくデータ等を活用して、
有効な予防法、革新的な診断・治療法等の開発を進めるとともに、
臨床研究の実施を支援する体制の整備を推進

主な認知症施策関連予算



地域包括ケアシステムの構築

○ 平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。

※１ 平成30年度からの完全実施に向けて段階的に予算を拡充。
※２ 上記の地域支援事業の負担割合は、国39％、都道府県19.5％、市町村19.5％、１号保険料22％（公費割合は78％）。
※３ 併せて、介護予防・日常生活支援総合事業を推進する。

地域の医療・介護関係者による会議
の開催、在宅医療・介護関係者の研
修等を行い、在宅医療と介護サービ
スを一体的に提供する体制の構築
を推進

初期集中支援チームの関与による認知症
の早期診断・早期対応や、地域支援推進
員による相談対応、認知症カフェの設
置や認知症の本人が集う取組を推進

生活支援コーディネーターの配置や
協議体の設置等により、地域におけ
る生活支援の担い手やサービスの開
発等を行い、高齢者の社会参加及び
生活支援の充実を推進

団塊の世代が75歳以上となり医療・介護等の需要の急増が予想される2025（平成37）年を目途に、医療や介護が必要な状態に
なっても、できるだけ住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取組を進める。

Ⅱ 市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実 ４２９億円

在宅医療・介護連携 認知症施策

地域包括支援センター等において、
多職種協働による個別事例の検討
等を行い、地域のネットワーク構築、
ケアマネジメント支援、地域課題の把
握等を推進

地域ケア会議 生活支援の充実・強化

Ⅰ 介護サービスの充実と人材確保

（１）地域医療介護総合確保基金（介護分） ７２４億円

○ 医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県に設置した地域医療介
護総合確保基金（介護分）を活用し、介護施設等の整備を進めるほか、介護
人材の確保に向けて必要な事業を支援する。

①介護施設等の整備に関する事業
地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービス施設の整備に

必要な経費や、介護施設（広域型を含む）の開設準備等に必要な経費、 特
養多床室のプライバシー保護のための改修など介護サービスの改善を図る
ための改修等に必要な経費の助成を行う。（６３４億円）

②介護従事者の確保に関する事業
多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から、

介護従事者の確保対策を推進する。（９０億円） ※基金の負担割合
国2/3 都道府県1/3 

（２）平成27年度介護報酬改定における消費税財源の活用分
（介護職員の処遇改善等） １，１９６億円

○ 平成27年度介護報酬改定による介護職員の処遇改善等を引き
続き行う。

・１人あたり月額１万２千円相当の処遇改善
（８９３億円＜改定率換算で＋１．６５％＞）

・中重度の要介護者や認知症高齢者等の介護サービスの充実
（３０３億円＜改定率換算で＋０．５６％＞）

※金額は２９年度所要額（公費）



認知症総合戦略推進事業【一部新規】

平成29年度予算
2.4億円 → 2.5億円

概 要

事業内容

都

道

府

県

市町村

関係機関
・ 医療機関
・ 介護事業所
・ 地域包括支援センター
・ 社会福祉協議会
・ 警察、家庭裁判所 等

連携体制の構築
取組の共有

先駆的な取組の共有

成年後見制度利用促進のためのモデル事業

認知症
高齢者等

・社会福祉協議会
・地域包括支援センター 等

・弁護士会
・司法書士会
・家庭裁判所 等

権利擁護
人材研修
受講者

連携

相談機能
強化

相談

ハローワーク
等行政機関
ハローワーク
等行政機関

地域障害者職業
センター

地域障害者職業
センター

企業企業

障害者職業・
生活支援センター

障害者職業・
生活支援センター

障害福祉サービス
介護サービス

障害福祉サービス
介護サービス

地域包括支援
センター

地域包括支援
センター

医療機関医療機関

法テラス法テラス

若年性認知症施策

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

若年性認知症支援

コーディネーター

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づき、適時適
切な医療介護等の提供、若年性認知症の人への支援、地域での見守
り体制の確立、認知症高齢者等の権利擁護等、認知症高齢者等にや
さしい地域づくりを推進するための取組を実施する必要がある。

このため、広域的な見守り体制や高齢者等の相談機関における法
律面での支援体制の整備、初期集中支援チームや地域支援推進員の
設置についての支援や医療介護連携体制の確立等、地域の実情に応
じた取組について各都道府県で共有するための事業を実施するとと
もに、都道府県において若年性認知症の人への支援等を実施する。

１ 先駆的な取組の共有や、広域での連携体制の構築
（主な事業内容）
・ 広域の見守りネットワークの構築【新規】
・ 認知症の本人が集う取組の普及 【新規】
・ 初期集中支援チームや地域支援推進員の設置加速化
・ 認知症医療と介護の連携の枠組み構築 等

２ 成年後見制度利用促進のための相談機関やネットワークの
構築などの体制整備【新規】

３ 若年性認知症の人への支援や相談窓口の設置



終わりに

○ 認知症高齢者等にやさしい地域の実現には、国を挙げた取組みが必要。

⇒ 関係省庁の連携はもとより、行政だけでなく民間セクターや地域住民自らなど、
様々な主体がそれぞれの役割を果たしていくことが求められる。

○ 認知症への対応に当たっては、常に一歩先んじて何らかの手を打つという意識を、
社会全体で共有していかなければならない。

○ 認知症高齢者等にやさしい地域は、決して認知症の人だけにやさしい地域ではない。

⇒ コミュニティーの繋がりこそがその基盤。認知症高齢者等にやさしい地域づくりを通
じ地域を再生するという視点も重要。

○ 認知症への対応は今や世界共通の課題。

⇒ 認知症ケアや予防に向けた取組についての好事例の国際発信や国際連携を進め
ることで、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを世界的に推進。

○ 本戦略の進捗状況は、認知症の人やその家族の意見を聞きながら随時点検。

○ 医療・介護サービス等の提供に関し、個々の資源の整備に係る数値目標だけでなく、
これらの施策のアウトカム指標の在り方についても検討し、できる限りの定量的評価を
目指す。
⇒ これらの点検・評価を踏まえ、本戦略の不断の見直しを実施。



地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律について

（主な項目）



医療機能の分化・連携と、地域包括ケア
システムの構築を一体的に推進

平成２５年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度平成２６年度 平成３０年度

同時改定
（予定）

基金（医療分のみ） 基金（介護分を追加） 基金 基金

総合確保方針

医療計画
基本方針

病床機能報告

医療介護
総合確保法

改正医療法

改正介護保険法

総合確保方針

介護保険事業
（支援）計画策定

医
療
計
画

策
定

介
護
保
険
事
業

（支
援
）計
画
策
定

介護保険事業
計画基本指針

介護保険事業
計画基本指針

・2025年度までの
将来見通しの策定

介護報酬改定 診療報酬改定
基金造成・執行

地域医療構想（ビジョン）の策定

第6期介護保険事業（支援）計画に位置付けた施策の実施

・2025年の医療需要と、目指すべき医療提供体制
・目指すべき医療提供体制を実現するための施策

・介護サービスの拡充／・地域支援事業による在宅医療・介護連携、地域ケア会議、認知症
施策、生活支援・介護予防等の推進

第6次医療計画 第７次医療計画
第７期介護保険
事業計画第5期介護保険事業計画 第６期介護保険事業計画

病床機能分化・
連携の影響を
両計画に反映

医療保険制度改革法案の成立
（平成２７年５月２７日）

必要な措置を平成29年度までを目途に順次講ずる

地域医療構想の
ガイドライン（年度末）

・医療保険制度の財政基盤の安定化
・保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
・保険給付の対象となる療養の範囲の適正化 等

医療保険制度改革

医療と介護の一体的な改革に係る今後のスケジュール

病床機能報告 病床機能報告

＋

病床機能報告

改正介護保険法
※現在国会審議中

介護報酬改定（臨時）



１ ⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共⽣社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合⽀援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の

努力義務化
・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の⾼い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付⾦への総報酬割の導⼊（介護保険法）
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律のポイント

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。



データに
基づく

地域課題
の分析

取組内容・
目標の計画へ
の記載

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予
防を実施

・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア
会議を活用しケアマネジメントを支援

等

適切な指標に
よる実績評価

・ 要介護状態
の維持・改善
度合い

・ 地域ケア会
議の開催状況

等

インセンティブ

・ 結果の公表
・ 財政的インセン
ティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

１．保険者機能の強化等による⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組の推進

見直し内容

国による
分析支援

H23年
H27年

17.3
18.0

9.6 9.3

19.6
18.6

要介護認定率の推移

先進的な取組を⾏っている
和光市、⼤分県では
● 認定率の低下
● 保険料の上昇抑制

全国 和光市 ⼤分県

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を
維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自
立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。

○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、
① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）
② 適切な指標による実績評価
③ インセンティブの付与
を法律により制度化。

※主な法律事項
・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載
・都道府県による市町村支援の規定の整備
・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
・財政的インセンティブの付与の規定の整備

～ 保険者機能の抜本強化 ～



その他の事項①

○ 地域包括支援センターに、事業の自己評価と、

質の向上を図ることを義務付ける。

○ 市町村に、地域包括支援センターの事業の実施

状況の評価を義務付ける。

※ これらの評価の実施を通じて、そのセンターにおける必
要な人員体制を明らかにすることで、市町村における適切
な人員体制の確保を促す。

地域包括支援センターの機能強化 認知症施策の推進

○ 現行の介護保険制度では、認知症については調

査研究の推進等が位置づけられているのみ

○ 認知症施策をより一層推進させるため、新オレン

ジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施

策の総合的な推進）を介護保険制度に位置づける。

居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化

○ 市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう、指定拒否や条件付加の仕組みを導入する。

① 都道府県による居宅サービス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意見を提出できるようにする
とともに、都道府県はその意見を踏まえて指定をするに当たって条件を付すことを可能とする。

② 小規模多機能型居宅介護等を更に普及させる観点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業
計画で定める見込量に達しているとき等に、事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する。

【関与の観点】 対象となる都道府県指定のサービス 対象となる市町村指定のサービス

市町村介護保険事
業計画との調整等

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス 条件付加（新設①）

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス → 条件付加（現行）

小規模多機能型居
宅介護等の普及等

通所介護・訪問介護 → 指定拒否・条件付加（現行）

※省令でショートステイを追加予定 地域密着型通所介護 指定拒否（新設②）・条件付加（現行）



２．新たな介護保険施設の創設

○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な
重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備え
た、新たな介護保険施設を創設する。

○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用で
きることとする。

＜新たな介護保険施設の概要＞

見直し内容

名称
介護医療院
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診

療所の名称を引き続き使用できることとする。

機能
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を
一体的に提供する。（介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施
設として法的に位置づける。）

開設主体 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等

※ 具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。

☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。



障害福祉サービス事業所等

介護保険事業所

３．地域共⽣社会の実現に向けた取組の推進

新たに共生型サービスを位置づけ

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に
新たに共生型サービスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討）

サービスを提供する場合、
それぞれ指定基準を
満たす必要がある

共生型サービス事業所
新

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児者
高齢者障害児者 障害福祉サービス事業

所等であれば、介護保険
事業所の指定も受けや
すくする特例を設ける。
※逆も同じ

※対象サービスは、
①ホームヘルプサービス、
②デイサービス、
③ショートステイ等を想定

現行

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備

１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者に

よる①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な⽀援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として

位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等

※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。



介護保険事業所

○ 障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになっている。

高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負

担（１割）が新たに生じることや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用することになる

場合があることといった課題が指摘されている。

○ このため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービ
スの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減（償還）する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所
が介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。

○ 一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平
性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽
減（償還）できる仕組みを設ける。

【対象者】
・ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉
サービスを受けていた障害者

・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
を利用する場合

・ 一定程度以上の障害支援区分
・ 低所得者

（具体的な要件は、今後政令で定める。）

※ この他、障害福祉サービス事業所が介護保険
事業所になりやすくする等の見直しを行い、介
護保険サービスの円滑な利用を促進する。

高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所

かつ

介護保険事業所

［利用者負担］
ゼロ （低所得者）

［利用者負担］
１割

介護保険事業所になり
やすくする等の仕組み

一定の高齢障害者に対し
利用者負担を軽減（償還）

具体的内容 65歳未満

［利用者負担］
１割

65歳以上 ※介護保険が優先

介護保険サービスの
円滑な利用を促進

平成28年5月成立障害者総合支援法
及び児童福祉法の一部改正法



※ 障害者支援施設等に入所した場合には、施設所在地の負担が過度に重くならないよう、障害福祉サービス等の支給決定は、施設入所前の市町村が行う（居住地特例）。
また、生活保護で救護施設に入所する場合に同様の仕組みがあるが、生活保護においては、一部都道府県が保護費を支給する。

Ｂ市の適用除外施設から
介護保険施設等に移行

Ａ市に障害者支援施設がな
いため Ｂ市の施設に入所

Ｂ市
（適用除外施設）

Ａ市
（自宅）

Ｃ市
（介護保険施設）

現 行：住所地特例により、Ｂ市が保険者。介護給付費はＢ市が負担

改正後：住所地特例の見直しにより、Ａ市が保険者。介護給付費はＡ市が負担

障害者支援施設等の利用に係る

費用はＡ市が負担（住所地特例 ※）

被保険者（保険者はB市：現行）被保険者（保険者はB市：現行）被保険者（保険者はA市）被保険者（保険者はA市） 被保険者でない被保険者でない

介護保険適用除外施設の住所地特例の見直し

○ 介護保険適用除外施設（障害者支援施設等）を退所して介護保険施設等に入所した場合に、適用除外施設
の所在市町村の給付費が過度に重くならないよう、適用除外施設入所前の市町村を保険者とする。

有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化

【事業停止命令の創設】
再三の指導に従わずに悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導監督の仕組みを強化するため、未

届有料老人ホームも含め、悪質な有料老人ホームに対する事業停止命令措置を新設する。

【前払金保全措置の義務の対象拡大】
事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領する場合の

保全措置の義務対象を拡大する。（現行では、平成18年3月31日以前に設置された有料老人ホームは、前払金の保全措置の義務対

象外となっているため、義務対象に追加する。なお経過措置として、法施行から３年後からの適用とする。）

その他 ・各有料老人ホームに利用料金やサービス内容等を都道府県等へ報告することを義務づけるとともに、当該情報を都道府県等が公表する。
・事業停止命令や倒産等の際には、都道府県等は、入居者が介護等のサービスを引続き受けるために必要な援助を行う。

その他の事項②



※１ 具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額） 220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単
身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当

※２ 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当

※介護保険事業状況報告（平成２８年４月月報）
※特養入所者の一般的な費用額の２割相当分は、既に44,400円の上限に当たっているため、

３割負担となっても、負担増となる方はほとんどいない。

４．現役世代並みの所得のある者の利⽤者負担割合の⾒直し

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担者のうち特に所得の
高い層の負担割合を ３割とする。ただし、月額４４，４００円の負担の上限あり。【平成30年８月施行】

見直し内容

負担割合

年⾦収⼊等 340万円以上
（※１） ２割 ⇒ ３割

２割
年⾦収⼊等 280万円以上

（※2）

年⾦収⼊等 280万円未満 １割

特養
受給者数（実績） 360 136 56 496

３割負担（推計） 約13 約4 約1 約16
うち負担増

（対受給者数）
約11
（3％）

約1
（1％）

約0.0
（0.0％）

約12
（3％）

２割負担（実績） 35 10 2 45
１割負担（実績） 325 126 54 451

【対象者数】

（単位：万人）

【利用者負担割合】

受給者全体：４９６万人

３割負担となり、負担増となる者 ：約１２万人（全体の約３％）

現行制度の２割負担者：４５万人

合計施設・居住系在宅サービス



年金収入344万円

（パターン① 年金収入のみのケース（単身））

基準②年金収入＋合計所得金額（年金以外） 344万円

不動産収入190万円

年金収入188万円
（モデル年金）

給与収入 244万円

基準②年金収入＋合計所得金額（年金以外） 340万円

（パターン② モデル年金と給与収入のケース（単身））

給与所得控除
92万円

基準①合計所得金額 220万円

公的年金等控除
124万円

公的年金等控除
120万円

基準①合計所得金額 220万円

（パターン③ モデル年金と不動産収入のケース（単身））

３割負担となる者の基準
○ ３割負担となる「現役並み所得」の具体的な基準は、今後政令で定めることとなる。現時点では医療保険の「現

役並み所得者」の基準である「課税所得145万円以上」を踏まえて、介護保険の負担割合の基準である「合計所
得金額」、「年金収入＋合計所得金額（年金所得を除く。）」に置き直して設定することを想定している。

○ 具体的には、以下の①と②の両方を満たす者とすることを想定している。
基準① 合計所得金額 220万円以上
基準② 年金収入＋合計所得金額（年金以外） 340万円以上

※世帯内に他の１号被保険者がいる場合は世帯の「年金収入＋合計所得金額（年金以外）」の合計が463万円以上

年金収入のみで344万円の単身者
※公的年金を344
万円以上受給して
いる者は上位0.4%
程度

年金収入188万円（モデル年金）、
給与収入244万円
の単身者（合計収入432万円）

年金収入188万円（モデル年金）、
不動産収入190万円
（必要経費を収入の２割とする）
の単身者（合計収入378万円）

年金収入188万円
（モデル年金）

基準②年金収入＋合計所得金額（年金以外） 340万円
※必要経費を収入の２割として計算

公的年金等控除
120万円

基準①合計所得金額 220万円

必要経費
38万円



５．介護納付⾦における総報酬割の導⼊

見直し内容

○ 第２号被保険者（40～64歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加
入者である第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。

○ 各医療保険者は、介護納付金を、２号被保険者である『加入者数に応じて負担』しているが、これを被用者保
険間では『報酬額に比例した負担』とする。（激変緩和の観点から段階的に導入）【平成29年8月分より実施】

第２号被保険者
の保険料 28%

第１号被保険者の
保険料 22%

地方自治体
負担 25%

国庫負担
25%

【介護給付費の財源】

「負担増」となる被保険者 約１，３００万人

「負担減」となる被保険者 約１，７００万人

国 保

医療保険者が介護納付金として負担

協会けんぽ健保組合 共済組合

各医療保険者は、被保険者数に
応じて納付金を負担（加入者割）

被用者保険間では報酬額
に比例して負担する仕組
み（総報酬割）を導入

２９年度

３０年度 ３１年度 ３２年度
～７月 ８月～

総報酬
割分

なし １／２ １／２ ３／４ 全面

【総報酬割導入のスケジュール】

【全面総報酬割導入の際に影響を受ける被保険者数】

※ 平成26年度実績ベース



現行

第2号被保険者
一人当たり負担額
（労使含めた月額）

（A）

第2号被保険者
一人当たり報酬額

（年額）（B）
（A）x12／（B）

健保組合
（全組合（1,408組合）平

均）
5,125円 456万円 1.35％

協会けんぽ
国庫補助が

ない場合の負担額。
（）内は実際の負担額

5,125円
（4,284円）

315万円
1.95％

（1.63％）

共済組合
（全組合（85組合）平均） 5,125円 553万円 1.11％

○ 健保組合・協会けんぽ・共済組合の比較

現行

第2号被保険者
一人当たり負担額
（労使含めた月額）

（A）

第2号被保険者
一人当たり報酬額

（年額）
（B）

（A）x12／（B）

上位10組合平均

5,125円
841万円 0.73％

下位10組合平均 270万円 2.28％

○ 健保組合内でも、組合によって負担能力は様々

※ 平成26年度決算見込み数値データによる試算。
※ 被扶養者の報酬を「０」とみなして第２号被保険者の一人当たりの報酬額を算定している。
※ 健保組合については、特定被保険者（第２号被保険者に該当しない被保険者であって、第２号被保険者である被扶養者がある者）を除外して試算している。
※ 協会けんぽには、船員保険の第２号被保険者を含まない。

総報酬割とした場合

報酬額に対す
る負担割合

(C)

第2号被保険者
一人当たり負担額
（労使含めた月額）

(B)X(c)/12

1.54％

5,852円
【+727円】

4,043円
【‐241円】

※実際の負担額との差

7,097円
【＋1,972円】

総報酬割とした場合

報酬額に対す
る負担割合

(C)

第2号被保険者
一人当たり負担額
（労使含めた月額）

(B)X(c)/12

1.54％

10,793円
【+5,668円】

3,465円
【‐1,660円】

介護納付金に総報酬割を導入した場合の負担の変化
（現行制度における第２号被保険者一人当たりで見た負担額と報酬額の比較）

未定稿



地域包括ケア強化法案に対する附帯決議（参議院厚生労働委員会）

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成２９年５月２５日
参議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、利用者負担の更なる増加に対する国民の不安を払拭するため、政令で定める利用者負担割合が三割となる
所得の額については、医療保険の現役並み所得者と同等の水準とすること。

二、利用者負担割合が二割となる所得の額を定める政令の改正を行おうとする場合には、所得に対して過大な
負担とならないよう十分配慮するとともに、あらかじめ、当該改正による影響に関する予測及び評価を行うこと。

三、利用者負担割合の三割への引上げが施行されるまでの間に、平成２７年に施行された利用者負担割合の
二割への引上げに関する影響について、施行前後における介護サービスの利用の変化や、介護施設からの
退所者数の状況、家計への負担、高齢者の地域における生活等に関する実態調査を十分に行った上で、
その分析及び評価を行い、必要な措置を講ずること。また、利用者負担割合の三割への引上げの施行の状況
について適切に把握し、分析及び評価を行い、必要な措置を講ずること。

四、軽度要介護者・要支援者に対する介護給付・予防給付等が地域で自立した生活を営み、生活の質を維持
向上させること及び介護離職を防止する等家族の負担軽減に重要であることに鑑み、介護予防訪問介護及び
介護予防通所介護の総合事業への移行後の状況を把握し、検証を行うこと。また、介護保険の被保険者に
対するサービスについては、介護又は支援の必要の程度の高低のみならず、それぞれの被保険者の心身の
状況等に応じて、適切かつ必要なサービスが確保されるよう必要な措置を講ずること。

五、共生型サービスの実施に当たっては、従来、障害者が受けていたサービスの量・質の確保に留意し、当事者
及び関係団体の意見を十分に踏まえ、その具体的水準を検討、決定すること。

六、介護職員の処遇が著しく低いことに鑑み、優れた人材を介護の現場に確保し、要介護者等に対するサービス
の水準を向上させるため、平成２９年度から実施している介護職員の処遇改善の効果の把握を行うとともに、
雇用管理及び勤務環境の改善を強力に進め、必要な措置を講ずること。

右決議する。



平成29年度介護報酬改定の概要

○ 平成２９年度介護報酬改定は、介護人材の処遇改善について、平成２９年度より、
キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施するため、臨
時に１．１４％の介護報酬改定を行うものである。

（参考）
介護報酬改定率：１．１４％

（うち、在宅分：０．７２％、施設分：０．４２％）

１．改定率について

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手
厚く評価を行うための区分を新設する。

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に
必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定
の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること（就業規則等の明確な書面で
の整備・全ての介護職員への周知を含む）」とのキャリアパス要件を設け、これらを全
て満たすことを要することとする。

○ 上記に伴い、介護職員処遇改善加算の区分と加算率については、次頁以降のとおりと
する。

２．平成29年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応

※内訳は、1.14％のうち、在宅分と施設分
の内訳を試算したもの



認知症の人を含むすべての人にやさしい地域づくり！


